
食品衛生法施行条例の一部を改正する条例案について

生活衛生課

１ 改正理由

食品衛生法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第４６号）による食品衛

生法（昭和２２年法律第２３３号）の一部改正に伴い、営業者が公衆衛生上講ず

べき措置の基準について所要の規定の整備を行う必要がある。

２ 改正内容

 営業者が公衆衛生上講ずべき措置の基準を削ることとする。（第３条並びに

別表第１及び別表第１の２関係）

 その他所要の規定の整理を行うこととする。

３ 施行期日等

 この条例は、令和２年６月１日から施行することとする。

 この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとする。
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食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

（
公
衆
衛
生
上
講
ず
べ
き
措
置
の
基
準
）

第
三
条

法
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
衆
衛
生
上
講
ず
べ
き
措
置
の

基
準
は
、
食
品
の
安
全
性
を
確
保
す
る
上
で
重
要
な
危
害
の
原
因
と
な
る
物

質
及
び
当
該
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
工
程
の
特
定
、
評
価
及
び
管

理
を
行
う
衛
生
管
理
の
方
式
（
以
下
「
危
害
分
析
・
重
要
管
理
点
方
式
」
と

い
う
。
）
を
用
い
な
い
で
衛
生
管
理
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
別
表
第
一
の

と
お
り
と
し
、
危
害
分
析
・
重
要
管
理
点
方
式
を
用
い
て
衛
生
管
理
を
行
う

場
合
に
あ
っ
て
は
同
表
（
第
四
号
ロ
か
ら
チ
ま
で
を
除
く
。
）
及
び
別
表
第

一
の
二
の
と
お
り
と
す
る
。

（
営
業
の
施
設
の
基
準
）

（
営
業
の
施
設
の
基
準
）

第
三
条

法
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
施
設
の
基
準
は
、
別
表

第
四
条

法
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
施
設
の
基
準
は
、
別
表
第
二

の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
営
業
の
形
態
そ
の
他
特
別
な
事
情
に
よ
り
知

の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
営
業
の
形
態
そ
の
他
特
別
な
事
情
に
よ
り
知

事
が
公
衆
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
が
公
衆
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
四
条
～
第
七
条

略

第
五
条
～
第
八
条

略

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

一

管
理
運
営
要
領
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ

施
設
、
設
備
、
器
具
、
容
器
包
装
及
び
食
品
等
（
食
品
及
び
添
加
物

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
衛
生
上
の
取
扱
い
に
関
す
る
管
理
運
営
要

領
（
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
管
理
運
営
要
領
」
と
い
う
。
）
を
作
成

す
る
こ
と
。

ロ

食
品
衛
生
責
任
者
に
、
管
理
運
営
要
領
に
基
づ
い
て
衛
生
管
理
を
実

施
さ
せ
る
と
と
も
に
、
管
理
運
営
要
領
の
内
容
を
食
品
等
を
取
り
扱
う

者
（
以
下
「
従
事
者
」
と
い
う
。
）
に
周
知
徹
底
さ
せ
る
こ
と
。
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二

施
設
等
の
管
理
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ

施
設
及
び
当
該
施
設
の
周
辺
は
、
営
業
日
ご
と
に
清
掃
す
る
こ
と
。

ロ

施
設
の
う
ち
、
食
品
等
の
製
造
、
加
工
、
調
理
、
包
装
、
貯
蔵
等
を

行
う
室
（
以
下
「
食
品
取
扱
室
」
と
い
う
。
）
に
は
、
不
要
な
物
品
を

置
か
な
い
こ
と
。

ハ

食
品
取
扱
室
に
従
事
者
以
外
の
者
を
立
ち
入
ら
せ
な
い
こ
と
。
た
だ

し
、
当
該
者
に
従
事
者
と
同
等
の
衛
生
に
関
す
る
措
置
を
講
じ
さ
せ
た

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ニ

食
品
取
扱
室
の
窓
及
び
出
入
口
は
、
開
放
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、

ほ
こ
り
又
は
ね
ず
み
、
昆
虫
等
が
入
ら
な
い
よ
う
に
す
る
措
置
を
講
じ

た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ホ

食
品
取
扱
室
に
お
い
て
蒸
気
、
熱
気
等
が
発
生
し
た
場
合
は
、
当
該

食
品
取
扱
室
の
換
気
を
行
う
こ
と
。

ヘ

食
品
取
扱
室
は
、
当
該
食
品
取
扱
室
に
お
い
て
取
り
扱
う
食
品
等
の

特
性
に
応
じ
て
、
温
度
及
び
湿
度
を
管
理
す
る
こ
と
。

ト

食
品
取
扱
室
は
、
採
光
又
は
照
明
装
置
に
よ
り
、
食
品
等
の
取
扱
い

に
支
障
の
な
い
明
る
さ
を
確
保
す
る
こ
と
。

チ

食
品
取
扱
室
に
お
い
て
は
、
動
物
を
飼
育
し
な
い
こ
と
。

リ

貯
水
槽
を
使
用
す
る
場
合
は
、
当
該
貯
水
槽
を
清
掃
し
、
及
び
清
潔

に
保
つ
こ
と
。

ヌ

排
水
設
備
は
、
正
常
な
機
能
を
維
持
す
る
よ
う
に
管
理
し
、
及
び
故

障
し
、
又
は
破
損
し
た
場
合
は
速
や
か
に
修
理
す
る
こ
と
。

ル

手
洗
い
設
備
、
洗
浄
設
備
そ
の
他
の
設
備
は
、
常
に
使
用
で
き
る
状

態
と
し
、
及
び
清
潔
に
保
つ
こ
と
。

ヲ

汚
物
容
器
の
蓋
は
、
汚
物
を
出
し
入
れ
す
る
場
合
を
除
き
、
閉
じ
て

お
く
こ
と
。

ワ

温
度
計
、
圧
力
計
、
流
量
計
等
の
計
器
及
び
消
毒
、
殺
菌
、
除
菌
又

は
浄
水
に
用
い
る
装
置
は
、
正
常
な
機
能
を
維
持
す
る
よ
う
に
管
理
す

る
こ
と
。

カ

洗
浄
剤
、
消
毒
剤
又
は
殺
菌
剤
（
以
下
「
洗
浄
剤
等
」
と
い
う
。
）
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を
使
用
す
る
場
合
は
、
当
該
洗
浄
剤
等
の
使
用
の
目
的
及
び
方
法
に
従

う
こ
と
。

ヨ

器
具
及
び
器
具
を
分
解
し
た
部
品
並
び
に
容
器
包
装
は
、
そ
れ
ぞ
れ

所
定
の
場
所
に
保
管
す
る
こ
と
。

タ

器
具
は
、
正
常
な
機
能
を
維
持
す
る
よ
う
に
管
理
し
、
及
び
故
障
し

、
又
は
破
損
し
た
場
合
は
速
や
か
に
修
理
す
る
こ
と
。

レ

器
具
は
、
洗
浄
し
、
及
び
消
毒
す
る
こ
と
。

ソ

使
用
し
た
清
掃
用
具
は
、
洗
浄
し
、
及
び
専
用
の
場
所
に
保
管
す
る

こ
と
。

ツ

ね
ず
み
、
昆
虫
等
の
駆
除
作
業
を
実
施
し
、
及
び
当
該
作
業
の
実
施

状
況
を
記
録
す
る
こ
と
。

ネ

殺
そ
剤
又
は
殺
虫
剤
を
使
用
す
る
場
合
は
、
食
品
等
を
汚
染
し
な
い

こ
と
。

ナ

洗
浄
剤
等
を
充

し
た
容
器
に
当
該
洗
浄
剤
等
の
名
称
を
表
示
す
る

こ
と
。

三

給
水
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ

水
道
水
（
水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
又
は
秋

田
県
小
規
模
水
道
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
秋
田
県
条
例
第
十
号
）
の
規

定
に
よ
る
水
道
に
よ
り
供
給
さ
れ
る
水
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外

の
水
を
使
用
す
る
場
合
は
、
消
毒
設
備
の
正
常
な
機
能
を
維
持
す
る
よ

う
に
管
理
す
る
と
と
も
に
、
保
健
所
長
か
ら
当
該
水
の
水
質
検
査
（
国

又
は
地
方
公
共
団
体
の
衛
生
試
験
機
関
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
者
（
以

下
「
衛
生
試
験
機
関
等
」
と
い
う
。
）
が
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
受

け
る
べ
き
旨
の
指
示
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
に
従
う
こ
と
。

ロ

イ
の
水
質
検
査
の
結
果
、
飲
用
に
適
し
な
い
と
認
め
ら
れ
た
場
合
は

、
直
ち
に
使
用
を
中
止
し
、
飲
用
に
適
す
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四

次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
食
品
等
の
取
扱
い
は
、
次
に
掲
げ

る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ

仕
入
れ
又
は
受
注
を
行
う
場
合
は
、
施
設
及
び
設
備
の
規
模
並
び
に
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従
事
者
数
に
応
じ
て
行
う
こ
と
。

ロ

仕
入
れ
を
行
う
場
合
は
、
品
質
、
鮮
度
、
表
示
等
に
つ
い
て
点
検
し

、
及
び
品
質
、
鮮
度
、
表
示
等
に
異
常
の
あ
る
食
品
等
は
、
仕
入
れ
な

い
こ
と
。

ハ

保
管
す
る
場
合
は
、
そ
の
特
性
に
応
じ
た
方
法
に
よ
る
こ
と
。

ニ

生
鮮
食
品
を
使
用
す
る
場
合
は
、
所
定
の
場
所
で
付
着
し
て
い
る
土

等
を
取
り
除
く
こ
と
。

ホ

製
造
、
加
工
、
調
理
、
包
装
又
は
保
管
を
行
う
場
合
は
、
汚
染
を
防

止
す
る
こ
と
。

ヘ

添
加
物
を
使
用
す
る
場
合
は
、
当
該
添
加
物
の
使
用
の
目
的
及
び
方

法
に
従
う
こ
と
。

ト

製
造
、
加
工
又
は
調
理
を
行
う
場
合
は
、
食
品
等
の
特
性
に
応
じ
て

温
度
を
管
理
し
、
及
び
加
熱
し
、
又
は
冷
却
す
る
時
間
を
調
整
す
る
こ

と
。

チ

異
物
及
び
特
定
原
材
料
（
食
品
表
示
基
準
（
平
成
二
十
七
年
内
閣
府

令
第
十
号
）
第
三
条
第
二
項
の
表
に
規
定
す
る
特
定
原
材
料
を
い
う
。

）
の
混
入
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

五

食
品
等
及
び
容
器
包
装
の
運
搬
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と

。イ

他
の
貨
物
と
混
載
す
る
場
合
は
、
汚
染
を
防
止
す
る
こ
と
。

ロ

食
品
等
の
特
性
に
応
じ
た
温
度
及
び
運
搬
時
間
と
す
る
こ
と
。

六

従
事
者
の
管
理
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ

健
康
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
。

ロ

保
健
所
長
の
指
示
が
あ
っ
た
場
合
は
、
検
便
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
。

ハ

食
品
等
を
介
し
て
感
染
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
疾
病
に
つ
い
て
、
当
該

疾
病
に
か
か
っ
た
場
合
、
当
該
疾
病
の
病
原
体
を
保
有
し
て
い
る
こ
と

が
判
明
し
た
場
合
又
は
当
該
疾
病
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
が
疑
わ
れ
る

症
状
を
呈
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
者
を
器
具
、
容
器
包
装
及
び
食
品

等
に
接
触
す
る
作
業
に
従
事
さ
せ
な
い
こ
と
。

ニ

食
品
取
扱
室
内
に
お
い
て
は
、
指
輪
、
腕
時
計
等
を
外
さ
せ
、
及
び
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清
潔
な
作
業
衣
、
帽
子
及
び
履
物
を
使
用
さ
せ
、
並
び
に
た
ん
つ
ば
に

よ
る
容
器
包
装
又
は
食
品
等
の
汚
染
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
マ
ス
ク

を
着
用
さ
せ
る
こ
と
。

ホ

作
業
前
、
用
便
後
及
び
手
指
が
汚
染
さ
れ
た
場
合
は
、
手
指
の
洗
浄

及
び
消
毒
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

ヘ

所
定
の
場
所
以
外
の
場
所
で
着
替
え
、
喫
煙
、
食
事
等
を
さ
せ
な
い

こ
と
。

七

自
ら
行
う
衛
生
に
関
す
る
検
査
等
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ

と
。

イ

少
な
く
と
も
毎
年
一
回
、
製
品
が
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
及
び
規
格
並
び
に
知
事
が
定
め
る
基

準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
検
査
し
、
並
び
に
当
該
検
査
の
記
録
を
一

年
間
保
存
す
る
こ
と
。

ロ

飲
食
店
営
業
に
お
い
て
、
一
度
に
二
十
食
以
上
の
食
品
を
調
理
す
る

場
合
は
、
調
理
し
た
食
品
の
種
類
ご
と
に
検
食
用
の
食
品
を
容
器
に
入

れ
、
当
該
検
食
用
の
食
品
を
摂
氏
十
度
以
下
で
七
十
二
時
間
以
上
保
存

す
る
こ
と
。

八

食
品
衛
生
責
任
者
及
び
衛
生
教
育
に
関
す
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
と

こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ

食
品
衛
生
責
任
者
が
そ
の
管
理
す
る
作
業
に
関
し
衛
生
上
支
障
の
あ

る
事
実
を
発
見
し
た
場
合
は
、
直
ち
に
報
告
さ
せ
る
こ
と
。

ロ

食
品
衛
生
責
任
者
に
、
知
事
が
行
う
講
習
会
又
は
知
事
が
指
定
す
る

講
習
会
を
受
講
さ
せ
る
こ
と
。

ハ

食
品
衛
生
管
理
者
又
は
食
品
衛
生
責
任
者
に
、
従
事
者
に
対
し
て
製

造
等
に
関
す
る
衛
生
教
育
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

九

食
品
等
の
回
収
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ

販
売
す
る
食
品
等
に
食
品
衛
生
上
の
問
題
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い

て
当
該
食
品
等
を
速
や
か
に
回
収
す
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

ロ

回
収
し
た
食
品
等
に
つ
い
て
、
他
の
食
品
等
と
区
別
し
て
保
管
し
、

廃
棄
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
。
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十

情
報
の
提
供
等
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ

消
費
者
に
対
し
、
食
品
等
の
安
全
性
に
関
す
る
情
報
の
提
供
に
努
め

る
こ
と
。

ロ

自
ら
製
造
し
、
輸
入
し
、
若
し
く
は
販
売
し
た
食
品
等
に
起
因
し
て

発
生
し
た
食
中
毒
患
者
等
の
情
報
、
当
該
食
品
等
に
係
る
法
令
違
反
の

情
報
又
は
当
該
食
品
等
に
お
け
る
異
味
若
し
く
は
異
臭
の
発
生
、
異
物

の
混
入
そ
の
他
の
情
報
で
あ
っ
て
健
康
被
害
が
生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る

も
の
を
得
た
場
合
は
、
保
健
所
長
に
、
当
該
情
報
を
直
ち
に
報
告
す
る

こ
と
。

別
表
第
一
の
二
（
第
三
条
関
係
）

一

衛
生
管
理
体
制
に
つ
い
て
は
、
食
品
衛
生
管
理
者
、
食
品
衛
生
責
任
者

そ
の
他
の
製
品
に
つ
い
て
の
知
識
及
び
専
門
的
な
技
術
を
有
す
る
者
に
よ

り
構
成
さ
れ
る
危
害
分
析
・
重
要
管
理
点
方
式
を
用
い
て
衛
生
管
理
を
行

う
班
を
編
制
す
る
こ
と
。

二

製
品
説
明
書
及
び
製
造
工
程
一
覧
図
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る

こ
と
。

イ

製
品
に
つ
い
て
、
そ
の
原
材
料
の
組
成
、
物
理
的
及
び
化
学
的
な
性

質
、
殺
菌
又
は
菌
の
増
殖
を
抑
制
す
る
た
め
の
処
理
そ
の
他
の
安
全
性

に
関
し
て
必
要
な
事
項
並
び
に
想
定
さ
れ
る
使
用
方
法
及
び
消
費
者
等

を
記
載
し
た
製
品
説
明
書
を
作
成
す
る
こ
と
。

ロ

製
品
の
全
て
の
製
造
、
加
工
、
調
理
、
包
装
、
貯
蔵
等
の
工
程
（
以

下
「
製
造
工
程
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
製
造
工
程
一
覧
図
を
作
成

す
る
こ
と
。

ハ

製
造
工
程
一
覧
図
に
つ
い
て
、
実
際
の
製
造
工
程
、
施
設
及
び
設
備

の
配
置
と
照
合
し
て
確
認
し
、
適
切
で
な
い
場
合
は
、
製
造
工
程
一
覧

図
を
修
正
す
る
こ
と
。

三

食
品
等
の
取
扱
い
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ

製
造
工
程
で
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
全
て
の
食
品
衛
生
上
の
危
害

の
原
因
と
な
る
物
質
の
一
覧
表
（
以
下
「
危
害
要
因
一
覧
表
」
と
い
う
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。
）
を
作
成
し
、
健
康
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
及
び
製
品
の
特
性

等
を
考
慮
し
、
各
製
造
工
程
に
お
け
る
当
該
危
害
の
原
因
と
な
る
物
質

を
特
定
す
る
こ
と
。

ロ

イ
の
規
定
に
よ
り
特
定
さ
れ
た
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
原
因
と
な
る

物
質
（
以
下
「
危
害
原
因
物
質
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
製
造
工
程

ご
と
に
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
（
以
下

「
管
理
措
置
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
危
害
要
因
一
覧
表
に
記
載
す
る

こ
と
。

ハ

危
害
原
因
物
質
に
よ
る
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た

め
、
製
造
工
程
の
う
ち
、
管
理
措
置
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
連
続
的
な

又
は
相
当
の
頻
度
の
確
認
（
以
下
「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」
と
い
う
。
）
を

必
要
と
す
る
も
の
（
以
下
「
重
要
管
理
点
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ

と
。
た
だ
し
、
重
要
管
理
点
を
定
め
な
い
こ
と
に
つ
き
相
当
の
理
由
が

あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
文
書
を
作
成
し
た
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ニ

重
要
管
理
点
ご
と
に
危
害
原
因
物
質
を
許
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
範

囲
ま
で
低
減
し
、
又
は
排
除
す
る
た
め
の
基
準
（
以
下
「
管
理
基
準
」

と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
。

ホ

管
理
基
準
の
遵
守
状
況
を
確
認
し
、
管
理
基
準
が
遵
守
さ
れ
て
い
な

い
製
造
工
程
を
経
た
製
品
の
出
荷
を
防
止
す
る
た
め
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

の
方
法
を
定
め
、
及
び
実
施
す
る
こ
と
。

ヘ

重
要
管
理
点
に
お
け
る
管
理
措
置
が
適
切
に
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
と

認
め
ら
れ
た
と
き
に
講
ず
べ
き
措
置
（
管
理
基
準
が
遵
守
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
に
よ
り
影
響
を
受
け
た
製
品
の
適
切
な
処
理
を
含
む
。
以
下
「

改
善
措
置
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
及
び
実
施
す
る
こ
と
。

ト

製
品
の
危
害
分
析
・
重
要
管
理
点
方
式
に
つ
い
て
、
食
品
衛
生
上
の

危
害
の
発
生
が
適
切
に
防
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
検
証
す
る

こ
と
。

四

記
録
の
作
成
及
び
保
存
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ

前
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
重
要
管
理
点
の
決
定
、
同
号
ニ
の
規
定
に
よ
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る
管
理
基
準
の
決
定
、
同
号
ホ
の
規
定
に
よ
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
方
法

の
決
定
及
び
実
施
状
況
、
同
号
ヘ
の
規
定
に
よ
る
改
善
措
置
の
決
定
及

び
実
施
状
況
並
び
に
同
号
ト
の
規
定
に
よ
る
検
証
に
関
す
る
記
録
を
作

成
し
、
及
び
保
存
す
る
こ
と
。

ロ

イ
の
記
録
、
前
号
ロ
の
危
害
要
因
一
覧
表
及
び
同
号
ハ
の
文
書
の
保

存
期
間
は
、
取
り
扱
う
食
品
等
の
消
費
期
限
又
は
賞
味
期
限
そ
の
他
の

食
品
等
の
管
理
に
係
る
期
限
に
照
ら
し
て
合
理
的
な
も
の
と
す
る
こ
と

。

別
表

（
第
三
条
関
係
）

略

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
）

一

共
通
基
準

一

共
通
基
準

イ

建
物
の
構
造

イ

建
物
の
構
造

～

略

～

略

施
設
の
う
ち
、
食
品
及
び
添
加
物
の
製
造
、
加
工
、
調
理
、
包
装

食
品
取
扱
室

、
貯
蔵
等
を
行
う
室
（
以
下
「
食
品
取
扱
室
」
と
い
う
。
）
（
旅
館

（
旅
館

業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
八
号
）
第
五
条

業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
八
号
）
第
五
条

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
客
室
の
延
床
面
積
が
三
十

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
客
室
の
延
床
面
積
が
三
十

三
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
の
調
理
室
を
除
く
。
）
は
、
他

三
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
の
調
理
室
を
除
く
。
）
は
、
他

の
食
品
取
扱
室
又
は
住
居
そ
の
他
営
業
に
直
接
必
要
の
な
い
施
設
と

の
食
品
取
扱
室
又
は
住
居
そ
の
他
営
業
に
直
接
必
要
の
な
い
施
設
と

区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

～

略

～

略

食
品
取
扱
室
以
外
の
場
所
に
食
品
及
び
添
加
物
を
取
り
扱
う
者
の

食
品
取
扱
室
以
外
の
場
所
に
従
事
者

の

更
衣
室
を
設
け
る
こ
と
。

更
衣
室
を
設
け
る
こ
と
。

～

略

～

略

ロ

食
品
取
扱
設
備

ロ

食
品
取
扱
設
備

～

略

～

略

食
品
及
び
添
加
物
の
取
扱
数
量
に
応
じ
、
原
材
料
、
製
品
、
器
具

食
品
等
の

取
扱
数
量
に
応
じ
、
原
材
料
、
製
品
、
器
具

等
を
そ
れ
ぞ
れ
衛
生
的
に
保
管
で
き
る
設
備
が
あ
る
こ
と
。

等
を
そ
れ
ぞ
れ
衛
生
的
に
保
管
で
き
る
設
備
が
あ
る
こ
と
。

～

略

～

略

ハ

給
水
及
び
汚
物
処
理

ハ

給
水
及
び
汚
物
処
理
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営
業
施
設
に
は
、
水
道
水
（
水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百

営
業
施
設
に
は
、
水
道
水

七
十
七
号
）
又
は
秋
田
県
小
規
模
水
道
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
秋
田

県
条
例
第
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
水
道
に
よ
り
供
給
さ
れ
る
水
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
水
道
水
以
外
の
水
で
国
若
し
く
は
地
方
公

又
は
水
道
水
以
外
の
水
で
衛
生
試
験
機
関
等

共
団
体
の
衛
生
試
験
機
関
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
者
が
飲
用
に
適
す

が
飲
用
に
適
す

る
と
認
め
た
水
が
十
分
に
供
給
で
き
る
給
水
設
備
が
あ
る
こ
と
。

る
と
認
め
た
水
が
十
分
に
供
給
で
き
る
給
水
設
備
が
あ
る
こ
と
。

～

略

～

略

二

略

二

略
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